
重要事項説明書 
 

施工業者は住民とのあいだで裁判中です。 
 

近隣住民に受忍限度を超える被害が発生すれば、

マンション購入者に対して訴訟を起こすことが

できるとの判例があります。 
 

マンションから駅やスーパーまでは遠く、周辺

道路では入居者の車両による慢性的渋滞が発生

するおそれがあります。 
 

学区内の学校は児童受け入れの余裕が少なく、

入居者児童は現状では学区内の学校に入りきれ

ないとの指摘がなされています。 
 

周辺地域では、紛争のないマンションも建設さ

れています。 
 

地域住民はマンション計画に断固反対しており、

計画が断念されないかぎり、のぼり、横断幕、

看板は、永遠に取り除かれることはありません。 
 

旧日本 IBM グランド跡地対策協議会 

http://taisaku.holy.jp/ 


